
【地域協議会等】 【農政事務所】
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 ②　営農継続支払

水田活用の所得補償交付金

畑作物共済

各種確認事項

〈担当者記入欄〉

5 7 89

規模拡大加算

緑肥輪作加算

※平成２２年度に「水田・畑作経営所得安定対策」に加入されていた方は、
「水田・畑作経営所得安定対策加入実績確認書」を必ず添付してください。

環境保全型農業直接支払の申請

農業共済資格団体（適合）

住所

（〒　１２３－ ４５６７　  ）

5

交付申請の内容

東京都千代田区霞が関１－２－１

月 15

印

フリガナ 経
営
形
態

代表者氏名
（法人・組織

のみ）
（構成員　　　　人）

様式第１号
２３年産

農業者戸別所得補償交付金交付申請書
農林水産大臣　殿

申請年月日

農業者戸別所得補償交付金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。

23 年 6 日

電話 　　　０３　　　　―　１２３４　　　　―　５６７８ FAX 　　　０３　　　　―　１２３４　　　　―　５６７８

交
付
申
請
者
欄

フリガナ ﾉｳﾘﾝ　ﾀﾛｳ 申請印

氏名又は
法人・組織名 農林　太郎

平成22年度に「水田・畑作経営所得安定対策」に

7 4

〈担当者記入欄〉

3 4 6

E-mail  abcdefg@abc-abc.ne.jp

交付申請者管理コード

地域協議会等管理コード

3

水田・畑作経営所得安定対策への加入状況

（１）

8

（５）

6

　　別様式

A

再生利用加算

1 2

「水田・畑作経営所得安定対策」対策加入者管理コード

（６）

（４）

0 1 2

該当するものの欄にレ印を記入してください。

別紙の「交付申請の内容（詳細）」をお読みいただき、交付申請す
るものの欄にレ印を記入してください。

米の所得補償交付金

畑作物の所得補償交付金

 ①　数量払

担当者記入欄

（市町村の認定状況）

※平成２２年度「水田・畑作経営所得安定対策」に加入していた方

はレ印は不要です。

販売農家であることの確認

済 未済

市町村への申請状況

販売実績

農業共済への加入状況（加入予定含む）

登録済の振込口座の変更

※集落営農のみレ印を記入してください。

      また、別紙「交付申請に関する誓約事項」について誓約します。

調整水田等の不作付け地の改善計画

（２）

農作物共済

（３）

個人情報の取扱いの確認

「個人情報の取扱い」に記載された内容について

印

集落営農

法人

申請する

個人

申請する

申請する

加入 未加入

あり なし

未加入加入

適合する 適合しない

あり なし

同意する

申請する予定

申請する（予定）

申請する

加入していた 加入していなかった

申請する

変更なし 変更あり

 交付申請書の記載例  

 印字されている 
氏名、住所などを 
確認していただき、 
押印してください。 
（認印でもかまい 
ません） 
 訂正が必要な 
場合は訂正して 
ください。 

 申請内容、確認
事項にチェック  
してください。 

２５ 

レ 



 営農計画書の記載例  

２６ 

 印字されている 
氏名、住所などを 
確認していただき、 
押印してください。 

耕畜連携助成に取り組む場合は、その 
取組の種類（１わら利用、２水田放牧、 
３資源循環）を記入してください。 

小麦と大豆による二毛作に 
取り組む場合、大豆を基幹 
作物とし、小麦を二毛作と 
するときは、大豆の作期を 
「１」、小麦の作期を 
「２」と記入してください。 

出荷・販売を一切行って 
いない場合は、○を記入 
してください。 

地域農業再生協議会に確認の上、 
記入してください。 

 ほ場ごとに作物別の作付面積等を記入してください。
（事前に記入されている場合は内容を確認していただき、 
訂正が必要なときは訂正してください。） 

再生利用加算に取り組む場合は、開始
年度と区分（１平地、２条件不利地）
を記入してください。 

エンバク 

□個人 □          □法人 
集落営農 
(構成員     人) 

レ 



 米及び畑作物の所得補償交付金を受ける方は、対象作物
ごとに生産目標数量を必ず記入してください。 

 新規需要米、
加工用米等に 
取り組む方は 
記入してくだ 
さい。 

２７ 

麦・大豆等は農協等 
との出荷契約数量 
など、生産の前提と 
なっている数量を 
記入してください。 

主食用水稲は、生産調整方針作成者等から通知 
された「生産数量目標」、「単収」、「作付 
面積換算値」を記入してください。 
「単収」が通知されていない場合は、認定方針 
作成者等に確認の上、記入してください。 

戸別所得補償モデル対策において「調整水田等 
の不作付地の改善計画書」を提出している農地に 
ついては、備考欄にその旨記入してください。 

果樹等の植栽造成 
年月を記入して 
ください。 

畑に転換した 
年月を記入して
ください。 

新規開田地に該当する場合は、 
開田した年月を記入してくだ 
さい。 

緑肥輪作加算に取り組む場合は、○を記入した 
上で、備考欄に前年産に作付けた作物名を記入 
してください。 

 ２３年産 

虎ノ門7-7-7 

虎ノ門7-7-7 

田畑次郎 

田畑次郎 

1,800 

300 

180 

300 



 
 

 
  

 営農計画書の記入上の主な留意事項 

（１）生産数量目標の記入 

・ 米及び畑作物の所得補償交付金を受けるためには、米及び畑作物の  
 生産数量目標を設定し、それに従って生産を行う必要があります。 
・ 営農計画書の「生産数量目標等」の欄に、対象作物ごとの生産数量 
 目標を記入してください。 

 米については、平成22年産米と同様、生産調整方針作成者又は地域農業再生協議
会（地域水田農業推進協議会）から通知されたものが生産数量目標となります。 
 
 
 
 
 

米の生産数量目標 

 ブロックローテーション等に合わせて、地域の農業者間で調整することができますので、 
調整を希望する方は、地域農業再生協議会（市町村、ＪＡ等）にご相談ください。 
 交付金の支払の前提となる作付面積の確認作業を円滑に進めるため、生産数量目標の調整 
は、６月15日までに終えて、農業者ごとに生産数量目標を確定する必要があります。 

 畑作物については、麦は播種前契約数量、大豆は出荷・販売契約数量など生産の
前提となる数量を生産数量目標として設定します。詳しくは、最寄の地方農政事務
所又は地域農業再生協議会へお尋ねください。 

畑作物の生産数量目標 

（２）農地の利用計画の記入 

・ ほ場ごとに作物別の作付面積等を記入してください。 
・ 耕畜連携に取り組む場合には、(①わら利用、②水田放牧、③資源循環)   
 を記入してください。 
・ 再生利用加算、緑肥輪作加算に取り組む場合も、その取り組みを行う 
 ほ場を特定するため必要事項を記入してください。 
 

（３）新規需要米、加工用米、備蓄米の記入 

 新規需要米等に取り組む場合は、事前に地方農政事務所に取組計画を提出し  
認定を受ける必要があります。 

２８ 


